
附属機関等の委員の構成及び会議の公開に関する指針 

 

平成１６年４月２６日策定 

平成１７年１１月一部変更 

令和７年２月３日一部変更 

令和８年２月２日一部変更 

 

１ 目 的 

この指針は、附属機関等の委員の構成について、公募による委員や女性委員を

選任することにより、市民の自主的・主体的な市政への参画を図るとともに、附

属機関等の会議を公開し、その審議状況を明らかにすることにより、行政の透明

性を高め、市民と行政とのパートナーシップのもと開かれた市政の推進に寄与す

ることを目的とする。 

 

２ 対象とする附属機関等 

この指針の対象とする附属機関等は、市民、学識経験者等で構成され、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定により調停、審査、

諮問及び調査のため執行機関に設置された附属機関及び附属機関に準ずる機関

（以下「附属機関等」という。）とする。ただし、市の職員のみで構成するもの、

主として関係機関の連絡調整を目的とするもの及びイベント等の特定の事業を実

施するために組織されるものは除く。 

 

３ 附属機関等の委員の構成 

附属機関等の委員の選任に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

ただし、法令等に別段の定めがあるなど、特別な事情が認められる場合は、この

限りでない。 

(1) 附属機関等の設置の目的に応じ、委員の公募制度の積極的な導入を図り、公

募による委員の割合が委員数の３割以上となるように努める。ただし、公募に

よる委員がその定数に満たなかったときは、他の方法により選任することがで

きる。 

(2) 男女の割合が等しくなるよう女性の委員の積極的な登用に努めるものとする。 

(3) 委員を再任しようとする場合は、その在任期間が、引き続き１０年を超えな

いよう努めるものとする。 

(4) 複数の附属機関において同一人を重複して委員に任命しようとする場合は５

機関までとする。 

 

４ 附属機関等の会議の公開基準 

附属機関等の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、公開するものとす



る。ただし、(2)のみを適用して非公開とするのは、審議事項等によっては、公

開した場合において、審議妨害や委員に対する圧力等により、公正かつ円滑な審

議が著しく阻害されることが相当確実に予想される場合に限るものとする｡ 

(1) さぬき市情報公開条例（平成１４年条例第１１号）第６条各号に定める情報

に該当すると認められる事項について審議等を行う場合  

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の

目的が達成できなくなると認められる場合  

 

５ 公開又は非公開の決定 

(1) 附属機関等の会議の公開又は非公開の決定は、前項の公開基準に基づき、附

属機関等が行うものとする。ただし、この指針の施行日以降において、最初に

開催される会議にあっては附属機関等の長が、新たに設置される附属機関等の

初回の会議にあっては市長又は執行機関の長が、委員の意見を聴いたうえで公

開基準に基づき決定するものとする。 

(2) 附属機関等は、会議の審議等の事項に非公開とする事項と公開とする事項が

ある場合において、審議等を区分して行うことができるときは、非公開に係る

部分を除いて公開（以下「原則公開」という。）とするものとする。 

(3) 附属機関等は、会議の非公開又は原則公開を決定したときは、その理由を明

らかにしなければならない。 

(4) 附属機関等の庶務担当課長は、会議の公開、非公開又は原則公開の決定をし

たときは、速やかにその内容を市長（市長以外の執行機関に設置された附属機

関等にあっては、市長及び当該執行機関の長）に報告しなければならない。 

 

６ 公開の方法等 

(1) 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、会議の傍聴を認め

ることにより行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する者は、会議の

傍聴を認めないものとする。 

ア 刃物その他危険な物を所持している者 

イ 酒気を帯びていると認められる者 

ウ その他会議の秩序を乱すおそれがあると認められる者 

(2) 附属機関等は、前号により傍聴を認める場合においては、その定員をあらか

じめ定めるものとし、会議の会場に傍聴席を設けなければならない。 

(3) 附属機関等は、会議が公正かつ円滑に運営されるよう、傍聴に係る遵守事項

等を定め、会議の開催中における会場の秩序維持に努めなければならない。 

 

７ 会議開催の周知 

(1) 附属機関等の庶務担当課長は、公開で行う会議を開催するときは、当該会議

の開催日の１週間前までに、市のホームページ及びＣＡＴＶ文字放送等に掲載



して周知しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたと

きは、この限りでない。 

(2) 附属機関等の庶務担当課長は、前号によるもののほか市の広報紙への掲載及

び報道機関への情報提供その他の広報手段により、市民等への周知に努めなけ

ればならない。 

 

８ 会議録の作成及び公開 

(1) 附属機関等の庶務担当課長は、審議経過等が明確となるように、速やかに公

開した会議の会会議録を作成しなければならない。 

(2) 附属機関等の庶務担当課長は、公開した会議の会議録及び会議資料（以下

「会議録等」という。）を市のホームページに掲載して公表しなければならな

い。ただし、非公開とされた会議資料はこの限りでない。 

(3) 会議録等の市のホームページ掲載期間は、会議開催日の属する会計年度の翌

年度から起算して３年間とする。ただし、附属機関等において定めのあるもの

は除くものとする。 

 

９ 庶務 

この指針の運用に当たっての附属機関等との連絡調整は、市民部生活環境課に

おいて行うこととし、附属機関等の庶務担当課長は、この指針の施行時に附属機

関等が設置されている場合にあってはこの指針の施行後速やかに、この指針の施

行後に附属機関等が設置された場合にあっては附属機関等の設置後速やかに、附

属機関等の概要に関する調書を市民部生活環境課長に提出しなければならない｡ 

 

１０ その他  

この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。  

 

１１ 適用期日等  

(1) この指針は、平成１６年９月１日から施行する。 

(2) 審議会等の会議の公開に関する指針（平成１４年１１月１日策定）について

は、廃止する。 

 


